
特別支援が必要な子どものお金の話
○どうやって親の遺産を残すのか？

○成人になる前に取り組むべきこと

○誰にお願いすると良いか？
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恐るべし！特別支援教育の就職率

■特別支援学校高等部卒業者の就職率は・・・

全国３２.３％
※３人に一人しか就職できていない！山梨県は？

▲就労できたとしてもそのほどんどが『B型』が
多く１ヶ月の工賃は２万円～３万円

▲月に１０万円以上稼ぐ就労に就ける子は５％

□障害の重さにもよるが、障害者年金は月７万円
程度と考えると・・・・・



すべての保護者が
まず、取り組むべき三種の神器

①貯金通帳２冊
○大きなお金の通帳 ○小さなお金の通帳

②実印・実印登録
○遺産分割協議等に実印が必要になる

③マイナンバーカード
○顔写真付きの身分証明書が必要になる

１８歳（１５歳）過ぎて手続きすると大変です。



保護者は早期から準備が必要です
山内が調査した保護者アンケート結果①

特別支援が必要なお子様をもつ
保護者100人に聞きました。

将来の子どもの財産ついて不安がありますか
○不安がある・大変不安・・・・・・９５人
○不安はない・まったくない・・・・ ５人
何が不安ですか
○いくら、どのように残せば良いか・８３人
○兄弟姉妹や親戚に迷惑をかける・・４６人
○本人の財産管理（成年後見人）・・２８人
○一人っ子・・・・・・・・・・・・２５人

予想通り、多くの方が不安をお持ちです



山内が調査した保護者アンケート結果②

特別支援が必要なお子様をもつ
保護者100人に聞きました。

将来のために財産を残す取り組みをしていますか
○していない・ほとんどしていない・５４人
○している・少しはしている・・・・４６人
具体的に何をしていますか
○貯金・・・・・・・・・・・・・・６８人
○株や証券、金など・・・・・・・・ ３人
○子どもに残す保険に入っている・・１５人

やはり『貯金』と回答された方が最も多いです



では、現実にどんな問題が出てくるのか①

よくみなさんが考える方法・・・・
『お子さんのために貯金をする』
『家や土地を残す』という方法が一般的ですが！

しかし・・実際万が一のことがあると・・・
※障害のあるお子さんが手続きができない
※銀行や保険会社から進んで動いてくれない
※信頼していた親戚や後継人に裏切られる？
※更に『遺産分割協議』が必要になる

こういったトラブルが多く出てきている
そこで・・・・



保険会社に保護者が生きているうちに信託

万が一の事があったときのために
生前の内から保護者が残されたお金について
保険会社に信託しておくという方法
【メリット】
①大きな会社との契約になるため、担当者が
変わっても安心
②お子さんが手続きしなくても大丈夫
③悪意をもって親類縁者がお金を引き出そう
と思っても不可（契約者は生前の保護者）

※今のうちからお子さんへのお金の残し方を考える
ことができる。
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